
  

一 

令和 8 年 5 月 1 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１３９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

第
百
五
十
六
回
千
葉
県
財
政
事
情
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
申
請
書
の
提
出
及
び
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

徴
税
吏
員
証
等
の
亡
失
に
よ
る
無
効 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

令
和
八
年
度
登
録
販
売
者
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
七
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

そ
の
他 

○ 

千
葉
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

第
百
五
十
六
回
千
葉
県
財
政
事
情
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
□
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
申
請
書
及
び
関
係
書
類
は
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
指
導
課
並
び
に
千
葉
市
環
境
局
資
源
循

環
部
産
業
廃
棄
物
指
導
課
及
び
中
央
区
役
所
総
務
課
並
び
に
市
原
市
環
境
部
不
法
投
棄
対
策
・
残
土
指
導

課
及
び
市
原
市
役
所
市
原
支
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

申
請
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

株
式
会
社
Ｔ
＆
Ｈ
エ
コ
み
ら
い 

東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
四
番
一
号
Ａ―

一
○
階 

代
表
取
締

役 

徳
山
重
男 

二 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所 

 
 

市
原
市
八
幡
海
岸
通
一
番
一
の
一
部 

三 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類 

 
 

汚
泥
□
廃
油
□
廃
プ
ラ
ス
チ
□
ク
類
及
び
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設 

四 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類 

 
 

汚
泥
□
廃
油
□
廃
酸
□
廃
ア
ル
カ
リ
□
廃
プ
ラ
ス
チ
□
ク
類
□
紙
く
ず
□
木
く
ず
□
繊
維
く
ず
□
動

植
物
性
残
さ
□
動
物
系
固
形
不
要
物
□
ゴ
ム
く
ず
□
金
属
く
ず
□
ガ
ラ
ス
く
ず
□
コ
ン
ク
リ
□
ト
く
ず

及
び
陶
磁
器
く
ず
□
が
れ
き
類
並
び
に
動
物
の
死
体 

五 

申
請
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
九
日 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
東
海
千
種

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
市
原
市
外

部
田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
流
山
市
新

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

監

査

委

員

告

示 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
外
部
監
査
人

薙
信
久
は
□
監
査
の
事
務
を
次
の
と
お
り
補
助
さ
せ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

5

月

1

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１３９号 令和 8 年 5 月 1 日 (金曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

實 

川 
 

 
 

隆 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

坂 

下 
 

し
げ
き 

 
 

補
助
す
る
者
の
氏
名 

補

助

す

る

者

の

住

所 

補

助

で

き

る

期

間 

松
原
創 

東
京
都
墨
田
区
八
広
三
丁
目
四

番
一
四
号 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

金
福
実 

船
橋
市
山
手
二
丁
目
七
番
七
号 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

田
村
奈
央
子 

東
京
都
品
川
区
北
品
川
五
丁
目

三
番
一―
七
一
八
号 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

青
木
茂 

東
京
都
港
区
三
田
一
丁
目
四
番

五
七―

Ｅ
五
一
〇
号 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

嶋
田
有
吾 

市
川
市
北
国
分
二
丁
目
二
七
番

四
号 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

渡
邊
浩
文 

市
川
市
市
川
南
一
丁
目
一
〇
番

一―

一
九
一
三
号 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

豊
田
泰
士 

徳
島
県
徳
島
市
幸
町
一
丁
目
三

七
番
地
幸
町
シ
□
ン
レ
ジ
デ
ン

ス
一
〇
〇
三 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

公

告 

 
 

 

徴
税
吏
員
証
等
の
亡
失
に
よ
る
無
効 

 

千
葉
県
自
動
車
税
事
務
所
勤
務
千
葉
県
職
員
伊
東
利
早
名
義
の
徴
税
吏
員
証
□
検
税
吏
員
証
及
び
県
税

現
金
取
扱
員
証
□
番
号
は
□
第
一
六
七
三
〇
号
□
は
□
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
亡
失
し
た
の
で
同
日

以
降
無
効
と
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

令
和
八
年
度
登
録
販
売
者
試
験
の
実
施 

 

医
薬
品
□
医
療
機
器
等
の
品
質
□
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
□
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
度
登
録
販
売
者
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時 

 
 

令
和
八
年
九
月
六
日
□
日
曜
日
□
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目
一
番 

日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
□
ン
セ
ン
タ
□
国
際
展
示
場
□
幕
張
メ
□

セ
□ 

 
 

な
お
□
受
験
申
込
み
の
状
況
等
に
よ
り
□
こ
の
試
験
場
所
以
外
の
千
葉
県
内
の
会
場
を
試
験
場
所
と

す
る
こ
と
が
あ
る
□ 

三 

受
験
願
書
の
提
出 

 

１ 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
方
法
は
原
則
と
し
て
電
子
申
請
と
し
□
そ
の
受
付
期
間
は
令
和
八
年
五
月
十
八

日
□
月
曜
日
□
か
ら
六
月
五
日
□
金
曜
日
□
ま
で
と
す
る
□ 

 
 

 

な
お
□
電
子
申
請
に
よ
る
受
験
願
書
の
提
出
が
行
え
な
い
場
合
に
は
□
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日

□
月
曜
日
□
ま
で
に
千
葉
県
医
薬
品
登
録
販
売
者
試
験
セ
ン
タ
□
□
電
話
〇
四
七
六
□
五
〇
□
二
七

六
三
□
に
申
し
出
る
こ
と
□ 

 

２ 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
先
は
□
千
葉
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
等
に
掲
載
す
る
□ 

四 

そ
の
他 

 
 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
□
千
葉
県
医
薬
品
登
録
販
売
者
試
験
セ
ン
タ
□
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
□ 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

   
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

  



  

三 

令和 8 年 5 月 1 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１３９号 
 

 
 

 

  
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

   

そ

の

他 

千
葉
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号 

 

東
金
九
十
九
里
有
料
道
路
の
料
金
の
額
□
割
引
率
□
及
び
徴
収
期
間
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
□

道
路
整
備
特
別
措
置
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
□
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
道
路
公
社
理
事
長 

 

菰 

田 
 

直 

典 
 

 

料
金
の
額
□
割
引
率
□ 

 
 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
多
目
的
利
用
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
料
金
の
徴
収
を
行
う
場
合
の
割
引
率
は
二
割
以
下
と
す

る
□
た
だ
し
□
道
路
交
通
の
適
正
な
配
分
等
の
見
地
か
ら
□
大
量
の
通
勤
者
及
び
通
学
者
等
の
通
行
に

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
路
線
バ
ス
□
道
路
運
送
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
□
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
□
□
に
つ
い
て
は
□
特
別
措
置

と
し
て
割
引
率
を
三
割
と
す
る
□ 

料
金
の
徴
収
期
間 

 

供
用
開
始
の
日
か
ら
五
十
四
年
間
□
平
成
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
令
和
三
十
四
年
三
月
十
九
日
□ 

                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

江
戸

川
下

水
道

事
務

所
長

 
 

諸
 

星
 

 
昭

 
彦

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
立

西
部

図
書

館
長

 
 

中
 

野
 

 
晶

 
子

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

横
 

山
 

 
尚

 
典

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

立
佐

原
病

院
長

 
 

露
 

口
 

 
利

 
夫

 
 

 

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１４１３９号 令和 8 年 5 月 1 日 (金曜日) 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

一
二
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

  


